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証券コード 7472 
平成30年６月７日 

株 主 各 位 
 東京都文京区水道二丁目８番６号 

 

代表取締役社長 鳥 羽 重 良 
 

第69回定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 
 さて、当社第69回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげ
ます。 
 なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株
主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成
30年６月21日（木曜日）午後５時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。 

敬 具 
記 
 

１． 日 時  平成30年６月22日（金曜日）午前10時 
２． 場 所  東京都千代田区飯田橋一丁目１番１号 

ホテルグランドパレス ２階 ダイヤモンドルーム 
(末尾の株主総会会場ご案内をご参照ください｡) 

３． 目的事項   
 報告事項  

 
1. 第69期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業報告、連結計算書類
の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 

2. 第69期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計算書類の内容報告の件 
 決議事項   

第１号議案 剰余金の処分の件 
第２号議案 定款一部変更の件 
第３号議案 取締役６名選任の件 
第４号議案 監査役２名選任の件 
第５号議案 役員賞与支給の件 
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４．招集にあたっての決定事項 
（1）議案に対し賛否の表示をされないときは、賛成の意思表示をされたものとして取り扱います。 
（2）代理権の不統一行使をされる場合には株主総会の３日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由

を書面により当社にご通知ください。 
（3）代理人によるご出席の場合は、議決権を有する株主の方に委任する場合に限られます。その場合、代理出

席される株主様の議決権行使書用紙とともに、代理権を証明する書面（委任状及び代理人により議決権を
行使される株主様の議決権行使書用紙）を会場受付にご提出ください。 

以 上 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
(お知らせ） 
◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト 
(http://www.toba.co.jp/）に掲載させていただきます。 
◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち､「連結計算書類の連結注記表」及び ｢計算書類の個別注記表」につきましては、法令
及び定款第18条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.toba.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集
ご通知の添付書類には記載しておりません。 
なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役が会計監査報告及び監査
報告の作成に際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。 
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 
◎当日ご出席いただきました株主様にお土産（クオ・カード）をご用意しておりますが、ご持参の議決権行使書用紙の枚数にかかわ
らず、ご出席の株主お一人様につき１枚とさせていただきます。 
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株主総会参考書類 
 

議案及び参考事項 
 第１号議案 剰余金の処分の件 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つと位置づけております。
配当方針につきましては、安定的な配当の継続を目指すとともに、株主の皆様に対する公明
性を明確にした業績連動型の配当性向を基本に考えております。 
当期の期末配当金につきまして、今後の事業展開などを勘案し、１株につき110円といた
したいと存じます。 

 
期末配当に関する事項 

 
（1）配当財産の種類 金銭 
（2）株主に対する配当財産の割当に関する

事項及びその総額 
当社普通株式１株につき金110円 
総額476,621,640円 

（3）剰余金の配当が効力を生じる日 平成30年６月25日 
 
 第２号議案 定款一部変更の件 

１．変更の理由 
今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加
するとともに一部文言の修正を行うものであります。 

 
２．変更の内容 
変更の内容は、以下のとおりであります。 （下線部分が変更箇所）

 
現 行 定 款 変 更 案 
第１章 総則 

（目 的） 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 
①～②   （条文省略） 
③ 上記に関する生産設備効率化のためのコン
サルタント 

④～⑥   （条文省略） 
      （新  設） 
⑦ 前各号に附帯する一切の業務 

第１章 総則 
（目 的） 
第２条      （現行どおり） 

 
①～②   （現行どおり） 
③ 上記に関する生産設備効率化のためのコン
サルティング 

④～⑥   （現行どおり） 
⑦ 土木建築工事の設計、施工の請負業 
⑧ 前各号に附帯する一切の業務 
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 第３号議案 取締役６名選任の件 

取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役６名の
選任をお願いいたしたいと存じます。 
取締役候補者は、次のとおりであります。 

 
候補者
番 号 

氏      名 
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 

当社の株式数 

１ 
み うら なお ゆき 

三 浦 直 行 
 

（昭和23年６月17日生）

昭和42年４月 当社入社 

26,200株 

平成６年４月 当社第三営業部長 
平成６年６月 当社取締役第三営業部長 
平成13年４月 当社取締役営業推進副本部長兼第二ブロック営

業部長 
平成14年４月 当社取締役営業推進本部長 
平成16年４月 当社常務取締役営業本部長 
平成17年６月 当社代表取締役社長 
平成20年12月 鳥羽（上海）貿易有限公司董事長 
平成28年６月 当社代表取締役会長（現任） 

２ 
と ば しげ よし 

鳥 羽 重 良 
 

（昭和37年10月15日生）

昭和62年４月 ＴＨＫ株式会社入社 

321,800株 

平成５年10月 当社入社 
平成11年４月 当社東京南営業所長 
平成17年６月 当社取締役第二ブロック営業副部長兼厚木営業

所長 
平成18年４月 当社取締役関西ブロック営業部長 
平成20年４月 当社取締役西日本営業部長 
平成23年４月 当社取締役営業副本部長兼中国・九州ブロック

長 
平成24年４月 当社取締役営業副本部長兼営業企画室長 
平成25年４月 当社取締役営業副本部長 
平成26年４月 当社取締役営業本部長 
平成27年６月 当社常務取締役営業本部長 
平成28年６月 当社代表取締役社長（現任） 
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候補者
番 号 

氏      名 
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る 

当社の株式数 

３ 
えん どう  みのる 

遠 藤   稔 
 

（昭和33年10月４日生）

昭和56年４月 当社入社 

13,800株 

平成３年４月 当社東京第二営業所長 
平成11年４月 当社第二ブロック営業部長 
平成16年４月 当社第三ブロック営業部長 
平成16年６月 当社取締役第三ブロック営業部長 
平成20年４月 当社取締役海外営業部長 
平成20年12月 鳥羽（上海）貿易有限公司総経理 
平成23年４月 当社取締役海外営業担当部長 
平成27年６月 当社常務取締役海外営業担当部長 
平成28年４月 当社常務取締役営業本部長 (現任） 
平成28年４月 鳥羽（上海）貿易有限公司董事長（現任） 
 (重要な兼職の状況） 
 鳥羽（上海）貿易有限公司董事長 

４ 
まつ なが けん いち 

松 永 健 一 
 

（昭和30年１月25日生）

昭和48年４月 当社入社 

11,800株 
平成10年４月 当社経理グループ長 
平成16年４月 当社管理本部長兼総務グループ長 
平成19年４月 当社管理本部長 
平成19年６月 当社取締役管理本部長（現任） 

５ 
ち くに てつ お 

千 國 哲 王 
 

（昭和45年２月20日生）

平成４年４月 当社入社 

2,100株 

平成16年４月 当社特機グループ長 
平成24年４月 当社特機システム部長兼特機システムグループ

長 
平成28年６月 当社取締役特機システム部長兼特機システムグ

ループ長（現任） 

６ 
たに  いつ お 

谷   逸 夫 
 

（昭和22年12月16日生）

昭和45年４月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）
入行 

200株 

平成３年５月 同行高円寺支店長 
平成13年６月 同行退職 
平成14年６月 中央電子株式会社取締役営業推進室長 
平成18年６月 同社取締役常務執行役員経営企画室長兼営業推

進室長 
平成23年４月 同社顧問 
平成28年６月 当社社外取締役（現任） 

 （注）1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 
2. 谷逸夫氏は、社外取締役候補者であります。 
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3. 谷逸夫氏は、会社法上の社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしてお
ります。同氏が選任された場合には、引き続き東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であり
ます。 

4. 谷逸夫氏につきましては、他社の取締役を経験され、その経歴を通じて培われた知識・経験等を当社
の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 

5. 谷逸夫氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。 
6. 谷逸夫氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者または役員ではなく、また過去５年間に当社の特定
関係事業者の業務執行者または役員であったこともありません。 

7. 谷逸夫氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、ま
た過去２年間に受けていたこともありません。 

8. 谷逸夫氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内の親族
その他これに準ずるものではありません。 

9. 当社は社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損害
賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。谷逸夫氏は、当社との
間で当該責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であ
ります。 
その契約内容の概要は、次のとおりであります。 
・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、金５百万円または法令
が定める額のいずれか高い金額を限度として、その責任を負う。 

・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意
でかつ重大な過失がないときに限るものとする。 

 

 第４号議案 監査役２名選任の件 

監査役森眞一、早﨑信の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査
役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。 
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。 
監査役候補者は、次のとおりであります。 
 

候補者 
番 号 

氏      名 
（生 年 月 日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る 

当社の株式数 

１ 
もり  しん いち 

森   眞 一 
 

（昭和23年10月17日生）

昭和47年４月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）
入行 

500株 

平成４年１月 株式会社富士銀行新浦安支店長 
平成14年６月 みずほインベスターズ証券株式会社（現 みず

ほ証券株式会社）執行役員法人部門担当 
平成17年６月 株式会社キーエンス取締役経営情報部長 
平成22年１月 泉州電業株式会社社外監査役（現任） 
平成26年６月 当社社外監査役（現任） 
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候補者 
番 号 

氏      名 
（生 年 月 日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る 

当社の株式数 

２ 
はや さき  まこと 

早 﨑   信 
 

(昭和38年２月17日生) 

昭和62年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ
監査法人）入社 

―株 
平成７年３月 公認会計士登録 
平成13年５月 税理士登録 
平成21年９月 東陽監査法人入社 
平成22年２月 税理士法人のぞみ会計社設立代表社員 
平成26年６月 当社社外監査役（現任）   （注）1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 

2. 森眞一、早﨑信の両氏は、社外監査役候補者であります。 
3. 森眞一氏につきましては、他社の取締役・監査役を歴任され、その経歴を通じて培った知識・経験等
を当社の経営に活かしていただきたいため、社外監査役として選任をお願いするものであります。 

4. 早﨑信氏につきましては、公認会計士並びに税理士として専門的な知識・経験等を当社の経営に活か
していただきたいため、社外監査役として選任をお願いするものであります。 
なお、同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上
記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 

5. 森眞一、早﨑信の両氏の社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。 
6. 森眞一、早﨑信の両氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者または役員ではなく、また過去５年間
に当社の特定関係事業者の業務執行者または役員であったこともありません。 

7. 森眞一、早﨑信の両氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予
定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。 

8. 森眞一、早﨑信の両氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親
等以内の親族その他これに準ずるものではありません。 

9. 当社は社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当社への損害
賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。森眞一、早﨑信の両氏
は、当社との間で当該責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続
する予定であります。 
その契約内容の概要は、次のとおりであります。 
・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、金５百万円または法令
が定める額のいずれか高い金額を限度として、その責任を負う。 

・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意
でかつ重大な過失がないときに限るものとする。 

 

 第５号議案 役員賞与支給の件 

当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役５名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、
役員賞与を総額40,000,000円支給することといたしたく存じます。なお、各取締役に対す
る金額は、取締役会にご一任願いたいと存じます。 

 
以 上 
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（添付書類） 
事 業 報 告 
（平成29年４月１日から 
平成30年３月31日まで ） 

 
1．企業集団の現況に関する事項 
（1）事業の経過及びその成果 
当連結会計年度における当社グループを取り巻く経済環境を概観しますと、米国経済は現政
権の経済政策が不安視されましたが、良好な労働需給と個人消費の好循環で景気拡大が続き、
ＥＵを中心とした欧州経済も輸出と設備投資が堅調であったことで、景気はバランスのとれた
状態を維持しました。また、中国をはじめとするアジア諸国の経済も概ね順調に推移しました。
一方、日本経済は良好な世界経済に支えられて輸出及び設備投資が好調に推移したことで、期
を通して緩やかな回復基調でありました。 
このような経済環境下で、国内ではＩoＴ（モノのインターネット）時代が到来し、多くの
産業界でビッグデータやクラウド及びＡＩ技術を活用して、従来なかったサービスを提供する
ことでビジネスチャンスを拡大する動きが急速に増加しています。これらを背景に、当社グル
ープが大きく関連する半導体製造装置、電子部品及び精密機器等の得意先並びにＡＤＡＳ（先
進運転支援システム）導入やＥＶ（電気自動車）の開発が進むとともに輸出が好調な自動車・
車載部品に関連する得意先等の設備投資需要が急増しており、当社グループはそれらの得意先
向けに制御機器、ＦＡ機器及び産業機器の積極的な拡販を行いました。また、国外では人件費
高騰に対応して自動化・省人化のための設備投資が継続したため、それらの需要を取り込むこ
とでＦＡ機器中心に販売は好調に推移しました。 
以上の結果、売上高は285億円 (前期比28.5％増)、営業利益は17億74百万円 (前期比
69.0％増)、経常利益は18億73百万円 (前期比62.4％増)、親会社株主に帰属する当期純利益
は12億76百万円（前期比66.8％増）となりました。 
 
なお、当連結会計年度における取扱商品の部門別実績は、次のとおりであります。 
 

商品部門 
平成29年３月期（前期） 平成30年３月期（当期） 増 減 
売 上 高 構成比 売 上 高 構成比 売 上 高 増減率 

制 御 機 器 7,421百万円 33.4％ 9,181百万円 32.3％ 1,759百万円 23.7 ％ 
Ｆ Ａ 機 器 10,486 47.3 14,490 50.8 4,004 38.2  
産 業 機 器 4,277 19.3 4,828 16.9 550 12.9  
合   計 22,185 100.0 28,500 100.0 6,314 28.5  
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各部門の概要は次のとおりであります。 
 ［制御機器］ 

制御機器は、空気圧機器、電子センサー、圧力センサー、流体継ぎ手、真空機器、緩衝材
等で構成されており、主としてデジタル機器、半導体・液晶製造装置、基板実装機、自動
車・車載部品等を製造する得意先へ販売しております。 
当連結会計年度におきましては、国内ではＡＩやクラウド技術導入が本格化していること
を背景に半導体や電子部品の需要が急増したため、従来から当社の大口取引先である精密機
器や半導体製造装置に関連する得意先からの空気圧機器や流体継ぎ手等の需要が旺盛であり
ました。 
なかでも、物流システム、電子部品製造装置及び電池製造装置に関連する得意先からの制
御機器等の需要も大幅に増加しました。 
以上により制御機器全体の売上高は前期を上回る91億81百万円（前期比23.7％増）とな
りました。 

 
 ［ＦＡ機器］ 

ＦＡ機器は、産業用ロボット、自動組立機、表面実装システム、レーザー加工機、精密塗
布装置等で構成されており、主としてデジタル機器、自動車・車載部品、ＯＡ機器、医療機
器等を製造する得意先へ販売しております。 
当連結会計年度におきましては、景気回復が進む過程で国内の製造業における深刻な人手
不足や熟練工不足を補うための設備投資が増加していることを背景に、デジタル家電、精密
機器及び自動車・車載部品に関連する得意先からの産業用ロボット及びマウンターを中心と
するＦＡ機器の需要が大幅に増加しました。なかでも、国内では車載部品に関連する得意先
からの自動化ラインの需要が増加し、また国外では人件費高騰を補うためにスマートフォン
に関連する得意先からの単軸ロボットの需要が前期に継続して増加しました。 
以上によりＦＡ機器全体の売上高は前期を上回る144億90百万円（前期比38.2％増）と
なりました。 

 
 ［産業機器］ 

産業機器は、電動ドライバー、アルミフレーム、無人搬送車、コンベア、揚重機、ろ過フ
ィルター、環境システム等で構成されており、主としてデジタル機器、自動車・車載部品、
医療機器、精密機器等を製造する得意先へ販売しております。 
当連結会計年度におきましては、国内全ての得意先の設備投資が増加していることを背景
に、当部門の柱である電動ドライバーやフィルター中心に産業機器の需要が増加しました。
なかでも、半導体需要の増加に伴いフィルターの需要は前期に続き大幅に増加しました。 
以上により産業機器全体の売上高は前期を上回る48億28百万円（前期比12.9％増）とな
りました。 

 
（2）設備投資の状況 

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は163百万円であります。その主なものは、当
連結会計年度中に完成した熊谷営業所建設に係るものであります。 
なお、費用につきましては、全額自己資金で賄っております。 
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（3）資金調達の状況 
特に記載すべき事項はありません。 

 
（4）事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況 

該当事項はありません。 
 
（5）他の会社の事業の譲受けの状況 

該当事項はありません。 
 
（6）吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況 

該当事項はありません。 
 
（7）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分に関する事項 

該当事項はありません。 
 
（8）対処すべき課題 

ＩoＴ（モノのインターネット）時代の本格的到来が始まり、内外のあらゆる産業界でＡＩ
技術やビッグデータを活用した、従来ないサービス提供を求めた製品やサービス開発への取
り込みが急拡大しています。当社グループの主たる得意先におきましても、新しい製品、新
しい技術の開発が急増するとともに、人手不足も深刻化していることに伴って、当社グルー
プの得意とする産業用ロボットを中心としたＦＡ機器や制御機器の需要も増加し、眼下の市
場環境は良好であります。しかし、今後を見通しますと同業者間の商圏争奪競争の激化はも
とより、政治情勢や金融市場の激変、国際的な地政学的リスクの高まり等不測の要素は多々
あり、将来的には予断を許さない状況が続くものと予測します。 
当社グループは、創業来「信用第一主義」をモットーに、市場に新しい商品やサービスを
提供して産業の発展に貢献してまいりました。これからも、あらゆるステークホルダーから
の信頼を得ながら利益創出型企業として存在するための当面の課題は、①熾烈な同業者間の
競争に打ち勝つために他社と差別化できる高付加価値商品の開発、②あらゆる産業でイノベ
ーションが進む過程で当社業容の拡大できる新しい販売市場の開拓、③将来の政治情勢や金
融市場の激変、頻発する地政学的リスク等の不測の事態にも対応できる管理体制の強化、④
当社の将来を担う感性豊かな人材の確保、教育であります。当社は、株式公開企業として一
層の社会的責任を担うとともに、恒常的にコーポレートガバナンスの強化を図りつつ株主価
値向上に努めてまいります。 

 
株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申しあげま
す。 
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（9）財産及び損益の状況 
① 企業集団の財産及び損益の状況 

 
期 別 

区 分 
第 66 期 

（平成27年３月期） 
第 67 期 

（平成28年３月期） 
第 68 期 

（平成29年３月期） 
第69期（当期） 
（平成30年３月期） 

売 上 高（百万円） － 22,881 22,185 28,500 
経 常 利 益（百万円） － 1,379 1,153 1,873 
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益（百万円） － 895 765 1,276 

１株当たり当期純利益（円） － 207.79 177.48 295.84 
総 資 産（百万円） － 21,537 21,994 25,885 
純 資 産（百万円） － 14,557 15,046 16,469 
 
（注）1. 第67期（平成28年3月期）連結会計年度より連結計算書類を作成しているため、第66期（平成27年

3月期）については記載しておりません。 
2. １株当たり当期純利益は、株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自己株
式を、期中平均発行済株式総数の計算において控除する自己株式に含めて算出しております。 

3. 記載金額（１株当たり当期純利益を除く｡）は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 
② 当社の財産及び損益の状況 

 
期 別 

区 分 
第 66 期 

（平成27年３月期） 
第 67 期 

（平成28年３月期） 
第 68 期 

（平成29年３月期） 
第69期（当期） 
（平成30年３月期） 

売 上 高（百万円） 19,007 21,242 20,487 25,013 
経 常 利 益（百万円） 1,040 1,333 1,088 1,650 
当 期 純 利 益（百万円） 664 869 720 1,109 
１株当たり当期純利益（円） 148.17 201.71 167.15 257.09 
総 資 産（百万円） 19,606 21,173 21,633 25,100 
純 資 産（百万円） 13,866 14,369 14,850 16,087 
 
（注）1. １株当たり当期純利益は、株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自己株式

を、期中平均発行済株式総数の計算において控除する自己株式に含めて算出しております。 
2. 記載金額（１株当たり当期純利益を除く｡）は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
（10）主要な事業内容（平成30年３月31日現在） 

① 制御機器、産業用ロボット、計測計装機器、コンピューター、電子機器、搬送機器、建
設・管工機器、ファスナー、環境整備機器、機械工具、工作機械、理化学機器、化学工
業薬品類等の販売および輸出入。 

② 上記に関する生産設備効率化のためのコンサルタント。 
③ 機械工具器具とその部品類の加工販売および輸出入。 
④ 古物売買業。   
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（11）重要な親会社及び子会社の状況 
① 親会社に関する事項 
  当社は親会社を有しておりません。 
② 重要な子会社の状況 

 
会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容 

鳥羽（上海）貿易有限公司 14百万元 100％ 中国における機械工具器具等の販売 

 
（12）主要な営業所等（平成30年３月31日現在） 

① 当 社 
 

名   称 所 在 地 
本 社 東京都文京区水道二丁目８番６号 
特 機 シ ス テ ム 部 東京都文京区 
海 外 事 業 グ ル ー プ 東京都文京区 
青 森 営 業 所 青森県弘前市 
仙 台 営 業 所 宮城県仙台市若林区 
宇 都 宮 営 業 所 栃木県宇都宮市 
前 橋 営 業 所 群馬県前橋市 
熊 谷 営 業 所 埼玉県熊谷市 
川 越 営 業 所 埼玉県川越市 
東 京 営 業 所 東京都大田区 
東 京 南 営 業 所 東京都大田区 
茨 城 営 業 所 茨城県牛久市 
千 葉 営 業 所 千葉県千葉市中央区 
八 王 子 営 業 所 東京都八王子市 
厚 木 営 業 所 神奈川県厚木市 
甲 府 営 業 所 山梨県甲斐市 
松 本 営 業 所 長野県松本市 
静 岡 営 業 所 静岡県静岡市清水区 
名 古 屋 営 業 所 愛知県名古屋市名東区 
滋 賀 営 業 所 滋賀県守山市 
大 阪 営 業 所 大阪府大阪市西区 
兵 庫 営 業 所 兵庫県明石市 
広 島 営 業 所 広島県広島市西区 
福 岡 営 業 所 福岡県大野城市 
大 分 営 業 所 大分県別府市 

 
② 子会社 

 
名   称 所 在 地 

鳥羽（上海）貿易有限公司 中国上海市 
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（13）従業員の状況（平成30年３月31日現在） 
① 企業集団の従業員の状況 

 
従  業  員  数 前連結会計年度末比増減 

232名 ４名増 
 
（注） 従業員数は就業員数であります。 

 
② 当社の従業員の状況 

 
区  分 従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

男     性 138名 4名増 39.5才 14.7年 
女     性 66名 4名減 31.3才 9.0年 
合計または平均 204名 －名 36.9才 12.8年 

 
（注） 従業員数には、他社への出向者及び嘱託社員を含んでおりません。 
 
（14）その他企業集団の現況に関する重要な事項 

該当事項はありません。 
 

2．会社の株式に関する事項（平成30年３月31日現在） 
（1）発行可能株式総数 

20,000,000株 
 
（2）発行済株式の総数 

5,000,000株（自己株式667,076株を含む｡） 
 
（3）株主数 

4,256名 
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（4）大株主（上位10名） 
株     主     名 持  株  数 持 株 比 率 

鳥 羽 重 良 321,800 株 7.42％ 
鳥 羽 聰 子 281,000 6.48 
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 215,500 4.97 
鳥 羽 洋 行 取 引 先 持 株 会 186,500 4.30 
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド 150,000 3.46 
Ｓ Ｍ Ｃ 株 式 会 社 135,000 3.11 
鳥 羽 洋 行 社 員 持 株 会 129,300 2.98 
藤 森 立 子 123,000 2.83 
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 
信 託 銀 行 株 式 会 社（信 託 口） 112,500 2.59 

千 代 田 イ ン テ グ レ 株 式 会 社 112,000 2.58 
 
（注） 持株比率は自己株式（667,076株）を控除して計算しております。なお、自己株式（667,076株）には

「従業員向け株式交付信託」に信託してある自己株式（15,800株）を含んでおりません。 
 
3．会社の新株予約権等に関する事項 
該当事項はありません。 

 
4．会社役員に関する事項 
（1）取締役及び監査役の氏名等（平成30年３月31日現在）  

地     位 氏      名 担当及び重要な兼職の状況 
 代 表 取 締 役 会 長  三  浦  直  行   
 代 表 取 締 役 社 長  鳥  羽  重  良   
 常 務 取 締 役  遠  藤    稔  営業本部長 

鳥羽（上海）貿易有限公司董事長  取 締 役  松  永  健  一  管理本部長 
 取 締 役  千  國  哲  王  特機システム部長兼特機システムグループ長 
 取 締 役  谷    逸  夫  
 常 勤 監 査 役  廣  田    透  
 監 査 役  廣  瀬  勝  一  
 監 査 役  森    眞  一 泉州電業株式会社社外監査役 
 監 査 役  早  﨑    信    
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（注）1. 取締役谷逸夫氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。なお、当社は同氏を東京
証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 

2. 監査役廣瀬勝一、森眞一及び早﨑信の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 
3. 監査役廣瀬勝一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法令並びに企業のコンプライアンス
及びガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。 

4. 監査役森眞一氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を
有しております。 

5. 監査役早﨑信氏は、公認会計士並びに税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有しております。 

 
（2）取締役及び監査役の報酬等の額  

区   分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額 
取   締   役 
（うち社外取締役） 

６名 
（１名） 

133,276千円 
（2,400千円） 

監   査   役 
（うち社外監査役） 

４名 
（３名） 

16,980千円 
（7,200千円） 

合   計 １0名 150,256千円 
 （注）1. 取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。 
2. 取締役の支給額には、平成30年６月22日開催の第69回定時株主総会において決議予定の役員賞与
40百万円を含んでおります。 

3. 取締役の報酬限度額は、平成16年６月17日開催の第55回定時株主総会において年額１億８千万円以
内（ただし、使用人分給与は含まない｡）と決議いただいております。 

4. 監査役の報酬限度額は、平成16年６月17日開催の第55回定時株主総会において年額３千万円以内と
決議いただいております。   
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5．社外役員に関する事項 
（1）重要な兼職先である他の法人等と当社との関係 

社外監査役森眞一氏 
下記の役職を兼務しております。 
泉州電業株式会社社外監査役 
なお、当社と泉州電業株式会社との間に重要な取引関係はありません。 
 

（2）当事業年度における主な活動状況等 
  
区 分 氏   名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 

取締役 谷   逸 夫 当期開催の取締役会13回全てに出席し、主に出身分野である銀行業
務を通じて培ってきた知識・見地から、適宜発言を行っております。 

監査役 廣 瀬 勝 一 
当期開催の取締役会13回全てに出席し、また当期開催の監査役会13
回全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じ
て、当社の経営上有用な指摘・意見を述べております。 

監査役 森   眞 一 
当期開催の取締役会13回全てに出席し、また当期開催の監査役会13
回全てに出席し、主に出身分野である銀行業務を通じて培った知識・
見地から、適宜発言を行っております。 

監査役 早 﨑   信 
当期開催の取締役会13回全てに出席し、また当期開催の監査役会13
回全てに出席し、主に公認会計士として培ってきた豊富な経験・見地
から、適宜発言を行っております。 

 
（3）責任限定契約の内容の概要 

当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、社外取締役及び社外監査役ともに金５百万円または法令が定める最低責任限
度額のいずれか高い額としております。 
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6．会計監査人の状況 
（1）会計監査人の名称 

有限責任 あずさ監査法人 
 
（2）報酬等の額 

 支 払 額 
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20,000千円 
当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計額 20,000千円 

 
（注）1. 当社の子会社鳥羽（上海）貿易有限公司については、当社の会計監査人以外の公認会計士の監査

を受けています。 
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額には
これらの合計額を記載しております。 

3. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過
年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務
執行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬の妥当性を検討した結果、会計監査人の報
酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。 

 
（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたし
ます。 
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認め
られる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場
合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人
を解任した旨と解任の理由を報告いたします。 

 
（4）責任限定契約の内容の概要 

該当事項はありません。 
 
（5）会計監査人の業務の停止に関する事項 

該当事項はありません。 
 
（6）会計監査人の辞任または解任に関する事項 

該当事項はありません。 
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7．業務の適正を確保するための体制 
（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
① 企業行動規範、社是及び社内諸規程を当社及び当社グループ企業活動の規範とし、取締
役及び使用人に対して定期的・恒常的な研修活動を実施するとともに、職位を通じて適正
な業務執行と監督を行い、法令、社内諸規程及び社会倫理に則った企業活動をする。 
② 取締役会は、法令、定款、株主総会決議及び取締役会規程等に則り、当社及び当社グル
ープの経営上の重要な事項について決定及び承認を行うとともに、各取締役はそれぞれが
担当する当社及び当社グループの業務執行状況に関して取締役会に報告を行うことにより、
取締役の職務執行を相互に監督し、当社グループの取締役及び使用人の職務執行を監督す
る体制を構築する。 
③ 当社及び当社グループのコンプライアンス活動の基準となるコンプライアンス規程を制
定し、当社及び当社グループの取締役及び使用人に対するコンプライアンスの徹底を図る。
当社及び当社グループのコンプライアンス体制として、社長は常勤取締役の中から法令遵
守統括責任者を任命する。法令遵守統括責任者はコンプライアンス委員会の委員長となり、
各委員とともにコンプライアンス上の重要な事項を審議するとともに審議の結果を社長に
報告する。また、コンプライアンス委員会の各委員は、当社及び当社グループのコンプラ
イアンス推進に係る課題及び対応策を協議・承認する体制を構築する。 
④ 当社及び当社グループの取締役及び使用人の職務執行が法令、定款及び社内諸規程を遵
守して行われているかを監査するため、社長の直轄組織として内部監査室を設置し、遵守
状況を定期的に監査して社長及び監査役に報告する体制を構築する。 
⑤ 取締役及び使用人から連絡・相談を受けつける外部の弁護士を含む複数の相談窓口を設
置し当社及び当社グループの取締役及び使用人は、｢企業行動規範」に逸脱する行為、法
令及び社内諸規程に違反する行為を知り、またはそのリスクを感じた場合、通報する体制
をとることで問題の早期発見・解決を図る体制をとるとともに、公益通報者保護規程に則
り当該通報者に不利が生じない措置を講じる体制を構築する。 

 
（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
① 取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む｡）については、文書管理規程及び
文書取扱マニュアルに基づき、保存媒体に応じて適正に保存、管理するものとし、取締役
及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できる体制を構築する。 
② 電磁的方法で記録・保存された文書等については、情報管理規程に基づき管理責任者を
明確にして管理を徹底するとともに、社外からの不正アクセス防止措置を講じる体制を構
築する。 
③ 取締役の職務執行に係る情報の保存・管理の状況に関しては監査役の監査を受ける体制
を構築する。 
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（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
① 当社及び当社グループのリスク管理体制の基礎となるリスク管理規程を設ける。リスク
管理規程に基づき管理委員会を設置して、想定される当社及び当社グループのリスクを可
能な限り把握、認識及び分析して、それらに対する未然防止または発生したリスクの損害
を最小限に食い止める体制を講じる。また、職務権限規程、情報管理規程、営業債権管理
規程、安全保障輸出管理規程及び災害緊急時マニュアル等において、平常時に想定される
リスクに対応する規程を網羅し、取締役及び使用人に徹底する体制を構築する。 
② リスクを未然に防止するために、社長の直轄組織である内部監査室が、常に当社及び当
社グループの各部署の監査を行い、リスクの早期発見、早期解決を行う体制を構築する。 
③ 当社及び当社グループに不測の事態または重大な経営リスクが発生した場合は、社長を
筆頭とする対策本部を設置して、迅速かつ適正な対応を行い、損失を最小限に防ぐための
体制を構築する。 

 
（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
① 取締役会を原則毎月開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、当社及び当社グル
ープの経営に関する重要な事項の審議・決定を行う体制を構築する。 
② 業務執行する取締役は、当社及び当社グループの経営計画を達成するための、担当職務
の具体的な方針、目標及び実行計画を策定し、計画に基づく業務執行状況を定期的かつ適
宜に取締役会に報告するとともに、計画に対する進捗の状況及び対策を取り纏め取締役会
に報告する体制を構築する。 
③ 取締役会の決定に基づく業務の執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限
規程において、それぞれの業務の役割、責任及び責任者等について詳細に定めてあり、当
該規程に基づく効率的運営及び責任体制を確立する。取締役の職務の執行については、組
織規程、業務分掌規程、及び職務権限規程において定められた、それぞれの責任者及びそ
の責任、執行手続きを遵守し、効率的に職務の執行を行う。 
④ 内部監査室は、各業務が社内諸規程に照らし正しく処理され、効率的に実行されている
かの監査を定期的に実行し、その結果を社長に報告する体制を構築する。社長は、当該報
告で重要な事項については取締役会に報告する。 

 
（5）財務報告の信頼性を確保するための体制 

当社及び当社グループの財務報告の信頼性・適正性を確保するため、財務報告に係る内部
統制が有効に行われる体制の構築・維持・向上を図る。監査役及び内部監査室は、財務報告
とその内部統制の整備・運用状況を監視・検証し、必要に応じて、その改善策を取締役会に
報告する体制を構築する。 
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（6）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
① 関係会社管理規程を定め、当該規程に基づき当社グループの業務の適正を確保する体制
を構築する。 
② コンプライアンス委員会が当社グループ全体のコンプライアンスリスクを管理・統括す
る体制を構築する。 
③ 監査役及び内部監査室は、当社グループの監査を実施し、当社グループの業務の適正を
確保する体制を構築する。 
④ 金融商品取引法に基づき、当社グループは財務報告に係る信頼性を確保するため、その
規模等を踏まえ必要かつ適切な内部統制を整備・運用する体制を構築する。 

 
（7）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

当社が定める関係会社管理規程において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情
報について、当社への定期的な報告を義務づける体制を構築する。 
 

（8）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確
保に関する事項 

① 監査役会が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社及び当社グル
ープの使用人から補助者を任命することとし、当該使用人配置の具体的な内容（組織、人
数、その他）については、監査役会と協議し、同意を得たうえで社長が決定する。 
② 当該使用人の人事（人事異動、考課等）に関しては、監査役会の意見に基づいて行い、
当該使用人は取締役からの独立性を確保する体制とする。 
③ 当該使用人は、他部署の使用人を兼務せず、専ら監査役の指揮命令に従わなければなら
ない。 
④ 当該使用人が監査役の指揮命令に従わない場合には、監査役会の意見に基づき懲戒処分
の対象とする。 

 
（9）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体

制並びに子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監
査役に報告するための体制 

① 当社及び当社グループの取締役及び使用人は、監査役監査に対する理解を深め、監査役
からの業務執行の状況の報告、情報提供、資料提出の要請等に対して速やかに応じる環境
を恒常的に整備する体制を構築する。 
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② 当社及び当社グループの取締役及び使用人は、監査役に対し法定事項はもとより、当社
及び当社グループに関し重大な影響を及ぼす恐れのある事項、内部監査の実施状況、コン
プライアンス委員会及びリスク管理委員会の活動状況、内部統制システムの構築に関する
部門活動状況及び内部通報の状況等のリスク管理に関する重要な事項を報告する。これら
の監査役に報告すべき事項の報告を受けた者も同様とする体制を構築する。 
③ 常勤監査役は、取締役会のほか、社内の業務の執行報告及び意思決定等の重要な会議に
出席する体制を構築する。 

 
（10）監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを

確保するための体制 
 （9）①又は②の報告を行った当社及び当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告
をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社グループ
の取締役及び使用人に周知徹底する体制を構築する。 
 

（11）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の
執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の
前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に
必要でないと証明された場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する体制を構築す
る。 
 

（12）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
① 監査役は、会計監査人及び内部監査室と密接な情報交換及び連携を図るとともに、自ら
も適宜監査を実施する体制を構築する。 
② 監査役は、社長との定期的な会議を設け、相互認識を深める体制を構築する。 
③ 監査役は、その必要性を認めた場合は、監査の実施にあたり顧問弁護士等の専門家との
連携を行う体制を構築する。 

 
（13）反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方 

市民社会の秩序や企業の健全な活動に影響を与える反社会的勢力に対しては、一切関係を
持たず、反社会的勢力からの不当要求及び妨害行為に対しては、警察、弁護士等の関連機関
と緊密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応する。 
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8．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 
 当社（当社及び当社グループ）では、安定的に事業の継続を確保していくことを目的に、コ
ンプライアンスの推進、リスクマネジメントの強化に取り組んでおります。これらをはじめ、
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。 
 
（1）コンプライアンス体制 

当社及び当社グループの使用人に対し、法令違反・不当行為等の早期発見及びこれらを未
然に防止するための組織としてコンプライアンス委員会を設置し、定期的並びに適宜同委員
会を開催しております。また、公益通報者保護規程に基づき、問題の未然防止と早期発見を
図るため、内部通報窓口（顧問弁護士）を設置して適切な措置を備えております。 
なお、社内におけるコンプライアンス教育に関する教本「コンプライアンス・ブック」を
かねてより作成し、取締役及び使用人に対する教育・啓蒙活動を実施しております。 
 

（2）リスク管理体制 
当社及び当社グループのリスク管理体制の基礎となるリスク管理規程に基づき、経営にお
ける重大な損失、不利益等を最小限にくい止めるためのリスク把握・評価・対応を継続的に
行っております。また、経営に与える影響度が高いと思われるリスクに関しましては、当社
グループの取締役をメンバーにいれた会議を開催し、リスクに関する共有及び対応を図って
おります。 
さらには、内部監査室は内部監査規程に基づき、組織の内部監査を実施し、リスク状況の
把握・監視を行い、社長に報告を行っております。 
 

（3）取締役の職務執行監督体制 
取締役会を月１回、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令や定款に定められた事項、
経営方針、及び予算策定等の経営に関する重要な事項を決定するとともに、月次の業績の分
析・評価を行って、法令や定款等との適合及び業務の適正を確保するための活動を行ってお
ります。また、社外取締役を選任し、取締役会による取締役の職務の執行の監督機能を強化
しております。 
 

（4）内部監査体制 
内部監査室が内部監査年間計画に基づき当社及び当社グループの内部監査を実施して各組
織を検証し、内部監査報告書を纏めて社長に対して報告を行っております。 
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（5）グループの管理体制 
子会社の経営管理につきましては、社長を筆頭にした経営管理体制の整備、統括を実施し
ております。社内では関係会社管理規程及び海外子会社管理規程を定めて、子会社から事前
の承認及び報告を受ける体制を整えております。また、子会社から財務の状況及びその他の
経営状況につきましては、書面又は口頭にて月次の報告を受け、当社の取締役会へ適宜報告
を行っております。 
 

9．会社の支配に関する方針 
該当事項はありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
（注） 本事業報告の中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 
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連 結 貸 借 対 照 表 
（平成30年３月31日現在 ） 

単位：千円（未満切捨て）  
資   産   の   部  負   債   の   部 

科    目 金   額  科    目 金   額 
 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 

電 子 記 録 債 権 

商 品 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

工 具 、 器 具 及 び 備 品 

土 地 

そ の 他 

無 形 固 定 資 産 

投 資 そ の 他 の 資 産 

投 資 有 価 証 券 

差 入 保 証 金 

そ の 他 

 
20,881,317 

9,532,056 

7,998,113 

3,058,156 

133,567 

72,374 

87,048 

5,004,646 

2,010,076 

601,410 

26,539 

1,379,100 

3,025 

34,464 

2,960,105 

2,098,065 

805,976 

56,063 

 

 
流 動 負 債 
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 
電 子 記 録 債 務 
未 払 法 人 税 等 
未 払 消 費 税 等 
賞 与 引 当 金 
役 員 賞 与 引 当 金 
そ の 他 

固 定 負 債 
繰 延 税 金 負 債 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
株 式 給 付 引 当 金 
そ の 他 

 
8,906,087 
3,254,690 
4,815,536 
415,079 
66,876 
141,808 
40,000 
172,096 
510,561 
469,545 
15,125 
12,531 
13,359 

負 債 合 計 9,416,649 
純 資 産 の 部 
 

株 主 資 本 
資 本 金 
資 本 剰 余 金 
利 益 剰 余 金 
自 己 株 式 

その他の包括利益累計額 
その他有価証券評価差額金 
為 替 換 算 調 整 勘 定 

 
15,458,711 
1,148,000 
1,097,245 
14,452,894 
△ 1,239,428 
1,010,603 
916,833 
93,769 

純 資 産 合 計 16,469,314 
資 産 合 計 25,885,963  負 債 及 び 純 資 産 合 計 25,885,963 
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連 結 損 益 計 算 書 
（平成29年４月１日から 
平成30年３月31日まで ） 

単位：千円（未満切捨て）  
科        目 金        額 

売 上 高  28,500,091 

売 上 原 価  24,378,765 

売 上 総 利 益  4,121,325 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  2,346,346 

営 業 利 益  1,774,978 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 40,956  

仕 入 割 引 58,507  

そ の 他 11,000 110,465 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 9,591  

売 上 割 引 1,704  

そ の 他 629 11,925 

経 常 利 益  1,873,518 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  1,873,518 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 613,178  

法 人 税 等 調 整 額 △ 16,548 596,629 

当 期 純 利 益  1,276,888 

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益  1,276,888 
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連結株主資本等変動計算書 
（平成29年４月１日から 
平成30年３月31日まで ） 

単位：千円（未満切捨て）  
残高及び変動事由 

株        主        資        本 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当 期 首 残 高 1,148,000 1,097,245 13,457,651 △ 1,246,446 14,456,449 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当   △ 281,645  △ 281,645 

親会社株主に帰属する当期純利益   1,276,888  1,276,888 

自 己 株 式 の 取 得    △ 171 △ 171 

自 己 株 式 の 処 分    7,189 7,189 
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ）     ― 

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 995,243 7,017 1,002,261 

当 期 末 残 高 1,148,000 1,097,245 14,452,894 △ 1,239,428 15,458,711 

 
 

残高及び変動事由 
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 

純 資 産 合 計 その他有価証券 
評 価 差 額 金 為替換算調整勘定 そ の 他 の 包 括 

利益累計額合計 
当 期 首 残 高 514,582 75,321 589,904 15,046,354 

当 期 変 動 額     

剰 余 金 の 配 当   ― △ 281,645 

親会社株主に帰属する当期純利益   ― 1,276,888 

自 己 株 式 の 取 得   ― △ 171 

自 己 株 式 の 処 分   ― 7,189 
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ） 402,250 18,447 420,698 420,698 

当 期 変 動 額 合 計 402,250 18,447 420,698 1,422,960 

当 期 末 残 高 916,833 93,769 1,010,603 16,469,314 
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貸 借 対 照 表 
（平成30年３月31日現在 ） 

単位：千円（未満切捨て）    
資   産   の   部  負   債   の   部 

科    目 金   額  科    目 金   額 
 

流 動 資 産 
現 金 及 び 預 金 
受 取 手 形 
電 子 記 録 債 権 
売 掛 金 
商 品 
前 払 費 用 
繰 延 税 金 資 産 
そ の 他 

固 定 資 産 
有 形 固 定 資 産 
建 物 
構 築 物 
工 具 、 器 具 及 び 備 品 
土 地 
無 形 固 定 資 産 
ソ フ ト ウ エ ア 
電 話 加 入 権 
そ の 他 
投 資 そ の 他 の 資 産 
投 資 有 価 証 券 
関 係 会 社 出 資 金 
長 期 前 払 費 用 
差 入 保 証 金 
そ の 他 

 
19,935,340 
9,273,639 
911,535 
3,058,156 
6,439,715 
102,461 
27,509 
71,419 
50,903 

5,165,219 
2,002,789 
595,690 
5,134 
22,863 

1,379,100 
34,365 
21,998 
10,866 
1,500 

3,128,064 
2,083,941 
197,644 

524 
793,880 
52,074 

 

 
流 動 負 債 
支 払 手 形 
電 子 記 録 債 務 
買 掛 金 
未 払 金 
未 払 費 用 
未 払 法 人 税 等 
未 払 消 費 税 等 
未 払 事 業 所 税 
前 受 金 
預 り 金 
賞 与 引 当 金 
役 員 賞 与 引 当 金 

固 定 負 債 
長 期 未 払 金 
繰 延 税 金 負 債 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
株 式 給 付 引 当 金 

 
8,503,019 
550,023 
4,815,536 
2,344,783 
34,906 
49,990 
399,288 
51,832 
1,477 
18,014 
62,166 
135,000 
40,000 
510,139 
12,937 
469,545 
15,125 
12,531 

負 債 合 計 9,013,159 
純 資 産 の 部 
 株 主 資 本 

資 本 金 
資 本 剰 余 金 
資 本 準 備 金 
そ の 他 資 本 剰 余 金 
利 益 剰 余 金 
利 益 準 備 金 
そ の 他 利 益 剰 余 金 
建 物 圧 縮 積 立 金 
土 地 圧 縮 積 立 金 
別 途 積 立 金 
繰 越 利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 
その他有価証券評価差額金 

 15,170,567 
1,148,000 
1,097,245 
1,091,862 

5,383 
14,164,750 
287,000 

13,877,750 
156,173 
7,860 

10,217,000 
3,496,717 

△ 1,239,428 
916,833 
916,833 

純 資 産 合 計 16,087,400 
資 産 合 計 25,100,560  負 債 及 び 純 資 産 合 計 25,100,560 



 
05_0534301103006.docx 
 5/16/2018 4:44:00 AM印刷 2/4 
 

― 28 ― 

損 益 計 算 書 
（平成29年４月１日から 
平成30年３月31日まで ） 

単位：千円（未満切捨て）  
科        目 金        額 

売 上 高  25,013,234 

売 上 原 価  21,285,064 

売 上 総 利 益  3,728,170 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  2,185,792 

営 業 利 益  1,542,378 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 40,318  

仕 入 割 引 58,507  

そ の 他 11,386 110,212 

営 業 外 費 用   

売 上 割 引 1,704  

そ の 他 34 1,738 

経 常 利 益  1,650,852 

税 引 前 当 期 純 利 益  1,650,852 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 556,700  

法 人 税 等 調 整 額 △ 15,474 541,225 

当 期 純 利 益  1,109,626 
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株主資本等変動計算書 
（平成29年４月１日から 
平成30年３月31日まで ） 

単位：千円（未満切捨て）  

残高及び変動事由 

株       主       資       本 

資 本 金 
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

自己株式 株主資本合計 
資本準備金 そ の 他 

資本剰余金 利益準備金 そ の 他 
利益剰余金 

当 期 首 残 高 1,148,000 1,091,862 5,383 287,000 13,049,769 △1,246,446 14,335,567 

当 期 変 動 額        

剰 余 金 の 配 当     △ 281,645  △ 281,645 

当 期 純 利 益     1,109,626  1,109,626 

建物圧縮積立金の取崩     ―  ― 

自 己 株 式 の 取 得      △ 171 △ 171 

自 己 株 式 の 処 分      7,189 7,189 
株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ）        

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― 827,981 7,017 834,999 

当 期 末 残 高 1,148,000 1,091,862 5,383 287,000 13,877,750 △1,239,428 15,170,567 
 

残高及び変動事由 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 

純 資 産 合 計 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

当 期 首 残 高 514,582 514,582 14,850,150 

当 期 変 動 額    

剰 余 金 の 配 当   △ 281,645 

当 期 純 利 益   1,109,626 

建物圧縮積立金の取崩   ― 

自 己 株 式 の 取 得   △ 171 

自 己 株 式 の 処 分   7,189 
株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ） 402,250 402,250 402,250 

当 期 変 動 額 合 計 402,250 402,250 1,237,250 

当 期 末 残 高 916,833 916,833 16,087,400 
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（注）その他利益剰余金の内訳 
 

単位：千円（未満切捨て）  
残高及び変動事由 建 物 圧 縮 

積 立 金 
土 地 圧 縮 
積 立 金 別途積立金 繰 越 利 益 

剰 余 金 合 計 

当 期 首 残 高 160,217 7,860 10,217,000 2,664,692 13,049,769 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当    △ 281,645 △ 281,645 

当 期 純 利 益    1,109,626 1,109,626 

建物圧縮積立金の取崩 △ 4,043   4,043 ― 

自 己 株 式 の 取 得      

自 己 株 式 の 処 分      
株 主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ）      

当 期 変 動 額 合 計 △ 4,043 ― ― 832,025 827,981 

当 期 末 残 高 156,173 7,860 10,217,000 3,496,717 13,877,750 
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本） 
 
 

独立監査人の監査報告書 
 

平成30年５月14日 
株式会社 鳥 羽 洋 行 
取 締 役 会 御 中 
 

有限責任 あずさ監査法人 
指定有限責任社員 
業務執行社員 公認会計士 牧 野 隆 一 ㊞  
指定有限責任社員 
業務執行社員 公認会計士 植 草  寛 ㊞  

 
 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社鳥羽洋行の平成29年４月１日から平成30
年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 
 
連結計算書類に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証
を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作
成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、株式会社鳥羽洋行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
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会計監査人の監査報告書（謄本） 
 
 

独立監査人の監査報告書 
 

平成30年５月14日 
株式会社 鳥 羽 洋 行 
取 締 役 会 御 中 
 

有限責任 あずさ監査法人 
指定有限責任社員 
業務執行社員 公認会計士 牧 野 隆 一 ㊞  
指定有限責任社員 
業務執行社員 公認会計士 植 草  寛 ㊞  

 
 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社鳥羽洋行の平成29年４月１日から
平成30年３月31日までの第69期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 
 
計算書類等に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその
附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準
に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めて
いる。 
 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明
するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
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監査役会の監査報告書（謄本）   
監 査 報 告 書 

 
 当監査役会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第69期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。 
 
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。 

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。 

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社
法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用
の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制｣（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準｣（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 
  以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 
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２．監査の結果 
（1）事業報告等の監査結果 
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。 

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果 
 会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

（3）連結計算書類の監査結果 
 会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 
平成30年５月21日 

株式会社 鳥羽洋行 監査役会 
常勤監査役 廣 田  透 ㊞
監 査 役 廣 瀬 勝 一 ㊞
監 査 役 森  眞 一 ㊞
監 査 役 早 﨑  信 ㊞

 
（注）監査役廣瀬勝一、森眞一及び早﨑信は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役

であります。 
  以 上 
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株 主総会会場ご案内 
 

会 場  東京都千代田区飯田橋一丁目１番１号 
     ホテルグランドパレス ２階 ダイヤモンドルーム 
     電 話（03）3264－1111（代表） 

 
 会場付近略図  

 

 
 
交通のご案内 

 
■地下鉄東西線・半蔵門線・都営新宿線＜九段下駅＞ 
 東西線（７番口）徒歩１分 
 半蔵門線・都営新宿線（３ａ・３ｂ番口）徒歩３分 
■ＪＲ・地下鉄＜飯田橋駅＞徒歩７分 
■東京駅から車で10分 
■上野駅から車で15分 
（お願い） 
 会場駐車場は手狭のため、誠に恐縮ですが、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願
い申しあげます。 


